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（
総
務
委
員
会
）

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
六
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
に
お
け
る
過
疎
関
係
市
町
村
の
実
情
に
鑑
み
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


